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特別記事

特
別
記
事中

村
昭
雄
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
中
村
昭
雄
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
は
、
『
日
本

政
治
の
政
策
過
程
』
（
芦
書
房
）
二
二
九
頁
で
あ
る
。
論
文
の
構
成

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
－
部

　
第
1
章

　
第
2
章

第
H
部

　
第
3
章

　
第
4
章

　
第
5
章

　
第
6
章

　
第
7
章

第
皿
部

　
第
8
章

政
策
過
程
の
理
論

　
現
代
日
本
の
政
策
過
程
モ
デ
ル

　
政
策
過
程
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
と
制
度
的
要
因

政
策
過
程
の
事
例
研
究

　
売
上
税
廃
案
と
選
挙

　
電
電
公
社
の
民
営
化
と
臨
調
答
申

　
行
財
政
改
革
と
健
康
保
険
法
改
正

　
公
職
選
挙
法
改
正
の
政
策
過
程

　
日
米
貿
易
摩
擦
に
お
け
る
日
本
の
対
応

政
策
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
提
唱

　
新
し
い
政
策
過
程
モ
デ
ル

　
以
上
の
論
文
構
成
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
村
君
は
、

本
論
文
を
通
じ
て
、
現
代
日
本
の
政
策
過
程
に
関
す
る
理
論
的
再
検

討
を
行
う
と
と
も
に
、
政
策
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
す
る
立
場
に

立
っ
て
多
数
の
事
例
分
析
を
試
み
、
新
し
い
政
策
過
程
モ
デ
ル
の
構

築
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
に
お
け
る

政
策
過
程
の
実
証
的
な
研
究
は
、
近
年
も
っ
と
も
活
発
化
し
て
い
る

研
究
分
野
の
一
つ
で
あ
る
が
、
本
研
究
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
学
界

の
動
向
に
対
応
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
下
、
本
論
文
の
内

容
要
旨
を
紹
介
す
る
。

　
第
－
部
第
1
章
で
は
、
現
代
日
本
の
政
策
過
程
に
つ
い
て
の
こ
れ

ま
で
の
研
究
成
果
が
紹
介
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。
政
策
過
程
研
究
は
、

ア
ク
タ
ー
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
政
策
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
大
別
さ
れ

る
が
、
今
日
ま
で
官
僚
優
位
論
や
政
党
優
位
論
な
ど
、
政
策
過
程
に

参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
（
人
物
、
機
関
、
組
織
）
の
影
響
力
を
測
定
す

る
ア
ク
タ
ー
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
で
あ
っ
た
た
め
、
と
も
す
る

と
ア
ク
タ
ー
間
の
優
劣
に
関
心
が
集
中
す
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
中

村
君
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
で
は
、
あ

る
特
定
の
政
策
分
野
の
政
策
過
程
の
分
析
か
ら
、
わ
が
国
の
政
策
過

程
全
般
に
つ
い
て
一
般
化
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
主
張
し
、
政
策

過
程
の
全
体
像
に
よ
り
実
証
的
に
迫
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
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ク
タ
ー
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず
、
政
策
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が

有
効
で
あ
り
こ
れ
を
活
用
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
中
村
君
が
、
本
章
に
お
い
て
、
一
九
六
〇
年
代
の
篠
原
一
モ
デ

ル
や
升
味
準
之
輔
モ
デ
ル
に
は
じ
ま
り
、
八
○
年
代
末
の
山
口
二
郎

モ
デ
ル
や
高
橋
秀
行
モ
デ
ル
に
い
た
る
ま
で
政
策
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
よ
る
現
代
日
本
の
政
策
過
程
の
理
論
モ
デ
ル
を
網
羅
的
に
整
理
し
、

先
行
研
究
を
丹
念
に
吟
味
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
こ
う
し
た

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
研
究
成
果
と
論
点
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
2
章
で
は
、
第
3
章
以
下
の
事
例
分
析
に
先
立
ち
、
政
策
過
程

を
規
定
し
て
い
く
ア
ク
タ
ー
な
ら
び
に
政
治
制
度
を
検
討
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
政
策
過
程
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
多
元

的
に
存
在
し
て
い
る
が
、
中
村
君
は
、
政
策
過
程
を
規
定
し
て
い
く

ア
ク
タ
ー
と
し
て
政
党
、
官
僚
、
利
益
集
団
、
世
論
、
内
閣
、
裁
判

所
の
ほ
か
、
外
圧
を
と
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
政
治
制
度
に
よ
る
規
定
要
因
と
し
て
、
国
会
が
短
い
会
期
制

を
と
っ
て
い
る
こ
と
や
選
挙
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
と
の
認
識
の
も
と

に
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
と
り
上
げ
、
検

討
を
試
み
て
い
る
。
現
代
社
会
で
は
一
般
に
行
政
国
家
化
現
象
が
進

行
し
、
国
会
は
形
式
的
な
審
議
機
関
に
変
質
し
た
と
み
る
見
解
が
有

力
で
あ
る
が
、
中
村
君
は
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
に
同
調
せ
ず
、
む

し
ろ
政
策
決
定
過
程
に
及
ぼ
す
種
々
の
国
会
制
度
、
慣
行
に
注
目
し

て
い
る
。

　
第
H
部
第
3
章
以
下
第
7
章
ま
で
は
、
事
例
研
究
で
あ
る
。
第
3

章
で
は
、
一
九
八
六
～
八
七
年
の
売
上
税
廃
案
の
政
策
過
程
を
検
討

し
て
い
る
。
衆
参
同
日
選
挙
に
よ
り
衆
議
院
三
〇
四
、
参
議
院
一
四

二
議
席
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
た
自
民
党
が
、
な
ぜ
売
上
税
の
導
入

に
失
敗
し
た
の
か
。
中
村
君
は
八
七
年
一
月
の
自
民
党
大
会
、
同
年

二
月
の
税
制
改
革
推
進
全
国
会
議
、
さ
ら
に
同
年
三
月
の
参
議
院
岩

手
選
挙
区
補
欠
選
挙
を
三
つ
の
節
目
と
み
て
、
ま
ず
こ
の
間
の
動
向

を
検
討
し
て
い
る
。
中
村
君
は
、
売
上
税
問
題
に
お
け
る
政
策
課
題

の
形
成
は
、
総
理
の
指
示
に
よ
る
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
八
七
年
の
党
大
会
の
時
点
で
、
税
制
改
革
が
本
格
化
す
る
一

方
、
は
や
く
も
地
方
幹
部
か
ら
懸
念
の
声
が
あ
が
っ
た
こ
と
、
さ
ら

に
同
年
二
月
の
税
制
改
革
推
進
全
国
会
議
以
降
は
党
内
外
の
売
上
税

反
対
の
動
き
と
そ
の
沈
静
化
を
は
か
る
党
執
行
部
の
攻
防
が
激
し
く

な
り
、
同
年
三
月
の
参
議
院
岩
手
選
挙
区
補
欠
選
挙
で
自
民
党
が
敗

北
し
た
後
は
、
廃
案
へ
の
動
き
が
加
速
化
し
た
こ
と
な
ど
、
売
上
税

が
廃
案
に
い
た
る
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
廃
案
と
な
っ
た

主
要
な
要
因
と
し
て
自
民
党
自
体
に
内
在
す
る
選
挙
基
盤
や
組
織
構

造
の
問
題
点
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
民
党
衆
議
院
議
員
三
〇

四
名
の
う
ち
、
二
〇
％
の
七
一
名
が
す
で
に
総
選
挙
の
際
、
大
型
間

接
税
や
「
マ
ル
優
」
廃
止
に
反
対
す
る
と
公
約
し
て
お
り
、
多
く
の
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自
民
党
議
員
は
、
「
党
議
決
定
」
と
「
選
挙
公
約
」
の
板
挾
み
に
な

っ
て
お
り
、
絶
対
多
数
の
内
実
は
、
一
方
で
支
持
基
盤
の
弱
い
議
員

を
多
数
抱
え
込
む
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
党
の
政
策
を
推
進
す
る
に

は
そ
れ
が
か
え
っ
て
「
足
か
せ
」
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
一
般
に
政
党
の
党
議
拘
束
が
強
い
と
さ
れ
る
わ
が
国
で

も
、
政
党
の
利
害
と
議
員
の
利
害
と
の
ズ
レ
が
生
じ
、
政
党
が
党
議

拘
束
で
議
員
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
も
、
議
員
は
個
人
の

利
益
を
優
先
し
、
別
の
行
動
を
と
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
第
4
章
で
は
、
電
電
公
社
の
民
営
化
の
政
策
過
程
を
検
討
し
て
い

る
。
臨
調
答
申
前
、
臨
調
答
申
後
、
電
電
改
革
三
法
案
国
会
提
出
期

の
三
期
に
分
け
て
、
政
府
、
自
民
党
、
郵
政
省
、
通
産
省
、
電
電
公

社
、
財
界
、
労
働
組
合
等
の
影
響
力
、
対
立
関
係
の
変
化
を
検
討
し
、

電
電
公
社
の
民
営
化
路
線
が
、
電
電
公
社
の
財
務
体
質
の
悪
化
、
ユ

ー
ザ
ー
の
批
判
、
さ
ら
に
は
資
材
調
達
門
戸
開
放
の
外
圧
な
ど
を
背

景
と
し
て
、
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
二
臨
調
）
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
具
体
的
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
、
同
調
査
会
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
民
営
化
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
対
し
て
は
、
種
々
の
抵
抗
が
あ
っ
た

が
、
第
二
臨
調
の
基
本
答
申
が
喜
貝
し
て
決
定
的
影
響
力
を
及
ほ
し

た
こ
と
、
電
電
法
案
の
作
成
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
郵
政
省
を
中
心
に
官

僚
主
導
で
進
め
ら
れ
た
が
、
付
加
価
値
通
信
網
で
あ
る
第
二
種
事
業

（
V
A
N
）
の
規
制
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
は
通
産
省
と
の
間
に
対
立

が
生
じ
、
最
終
的
に
は
、
自
民
党
四
役
の
裁
定
で
決
着
を
み
た
こ
と
、

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
電
電
改
革
が
国
鉄
の
分
割
・
民

営
化
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
中
村
君
は
、
全
電
通
が
法
案
審
議
の
段
階
で
、
絶
対
反
対
の
方

針
か
ら
法
案
修
正
の
要
求
に
戦
術
を
転
換
し
た
こ
と
が
大
き
な
要
因

と
説
明
し
て
い
る
。

　
第
5
章
で
は
、
一
九
八
四
年
の
健
康
保
険
法
改
正
の
政
策
過
程
を

検
討
し
て
い
る
。
健
康
保
険
法
改
正
は
、
概
ね
厚
生
省
の
原
案
通
り

に
認
め
ら
れ
、
終
始
厚
生
省
の
主
導
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
に
み

え
る
が
、
実
際
ヒ
は
、
第
二
臨
調
や
第
一
次
行
革
審
の
基
本
方
針
に

沿
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
法
案
作
成
段
階

で
厚
生
省
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
第
二
臨
調
や

第
一
次
行
革
審
の
ほ
か
、
自
民
党
改
革
推
進
派
の
支
援
、
あ
る
い
は

大
蔵
省
の
支
援
な
ど
が
あ
る
一
方
、
日
本
医
師
会
の
影
響
力
低
下
が

あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
国
会
審
議
で
は
、
修
正
案
作
成
や
野
党
と
の

折
衝
な
ど
で
社
労
族
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
な
ど
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
財
政
危
機
の
深
刻
化
の
中
で
、
族
議
員

の
行
動
パ
タ
ー
ン
が
「
利
益
代
表
」
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て

は
「
利
害
調
整
」
の
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
の
指
摘
が

的
を
え
て
い
る
。

　
第
6
章
で
は
、
衆
議
院
議
員
定
数
是
正
と
い
う
政
策
領
域
に
つ
き

185



法学研究72巻10号（799：10）

四
つ
の
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。
衆
議
院
議
員
の
定
数
是
正
は
、
大

都
市
を
中
心
と
す
る
急
激
な
人
口
移
動
に
よ
る
一
票
の
投
票
価
値
の

不
均
衡
を
是
正
す
る
目
的
で
、
一
九
六
四
年
、
七
五
年
、
八
六
年
、

九
二
年
、
九
四
年
の
計
五
回
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
九
四
年

を
除
く
四
回
の
定
数
是
正
の
政
策
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
六
四
年

の
定
数
是
正
は
、
一
二
選
挙
区
で
総
定
数
一
九
名
を
増
員
さ
せ
る
も

の
で
、
そ
の
政
策
過
程
は
、
終
始
政
府
主
導
・
審
議
会
答
申
中
心
で

行
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
七
五
年
の
是
正
は
総
定
数
を
一

一
の
選
挙
区
に
つ
い
て
二
〇
人
増
加
さ
せ
る
も
の
で
、
改
正
の
背
景

に
は
「
金
権
選
挙
」
「
企
業
ぐ
る
み
選
挙
」
の
批
判
が
あ
り
、
各
党

合
意
に
よ
る
定
数
是
正
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

八
六
年
の
定
数
是
正
は
「
8
増
7
減
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
直
接
の

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
、
八
五
年
七
月
の
最
高
裁
判
所
に
よ
る

衆
議
院
議
員
定
数
配
分
規
定
に
対
す
る
違
憲
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
の
定
数
是
正
は
与
野
党
に
よ
る
実
務
者
協
議
で
も
調
整
が
つ
か
な

か
っ
た
が
、
議
長
調
停
に
よ
り
政
策
決
定
ス
テ
ー
ジ
で
決
着
し
て
お

り
、
司
法
の
判
断
と
と
も
に
議
長
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
九
二
年
の
定
数
是
正
は
、
「
9
増
1
0
減
」
を

内
容
と
す
る
が
、
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
、
共
和
事
件
、
佐
川
急
便
事
件

な
ど
、
一
連
の
不
祥
事
に
対
す
る
政
治
改
革
の
一
環
と
し
て
お
こ
な

わ
れ
、
合
意
形
成
の
方
法
は
、
各
党
間
の
協
議
を
重
視
す
る
も
の
で
、

中
村
君
は
七
五
年
の
定
数
是
正
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
四
つ
の
事
例
を
み
る
と
、
た

と
え
同
一
の
政
策
領
域
で
あ
っ
て
も
、
政
策
過
程
は
、
審
議
会
・
政

府
主
導
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
議
員
・
政
党
主
導
の
場
合
も
あ
り
、
同

一
の
政
策
過
程
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
第
7
章
で
は
、
日
米
貿
易
摩
擦
に
お
け
る
日
本
側
の
政
策
過
程
に

焦
点
を
あ
て
六
〇
年
代
後
半
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
の
代
表
的
な

貿
易
摩
擦
で
あ
る
繊
維
、
農
産
物
、
自
動
車
を
め
ぐ
る
事
例
を
と
り

上
げ
て
い
る
。
中
村
君
は
、
繊
維
交
渉
が
沖
縄
返
還
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
農
産
物
交
渉
が
対
米
譲
歩
容
認
の
総
合

農
政
派
の
影
響
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
自
動
車
問
題
の
交
渉

で
は
利
益
集
団
よ
り
も
両
国
政
府
の
共
同
歩
調
の
方
針
が
決
定
的
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
過
程
に
は
、
独
自
の
特
徴
が

あ
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
こ
れ
ら
外
圧
の
か
ら
む
三
つ
の
事
例
に

は
、
共
通
し
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
第
一
に
、
日
米
友
好
関
係
を
堅
持
す
る
と
い
う
命
題
の
も
と
に

最
初
か
ら
日
本
政
府
の
解
決
の
方
向
が
決
ま
っ
て
お
り
、
解
決
の
た

め
に
は
首
相
を
は
じ
め
政
府
首
脳
、
与
党
、
財
界
は
、
お
お
む
ね
譲

歩
を
す
る
覚
悟
が
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
利
害
関
係
の
あ
る
業
界

団
体
の
激
し
い
反
対
運
動
に
対
し
て
は
、
族
議
員
が
説
得
に
あ
た
り
、

政
府
と
業
界
の
仲
介
者
と
し
て
利
害
調
整
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
、
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第
三
に
、
政
策
決
定
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
国
会
の
委
員
会
や
本
会
議
で

の
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
立
法
過
程
を
伴
わ
な
い
場
合
が
多
く
、
政

党
の
議
員
の
役
割
は
、
あ
る
程
度
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

な
ど
で
あ
る
。

　
第
皿
部
第
8
章
は
、
本
論
文
の
結
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

中
村
君
は
、
一
〇
に
の
ぼ
る
事
例
の
検
討
に
も
と
づ
き
、
政
策
ス
テ

ー
ジ
ご
と
に
主
要
ア
ク
タ
ー
の
整
理
を
試
み
る
一
方
、
そ
う
し
た
作

業
を
基
礎
と
し
て
自
ら
の
「
日
本
の
政
策
過
程
モ
デ
ル
」
を
提
示
し

て
い
る
。
同
君
の
提
唱
す
る
政
策
過
程
モ
デ
ル
は
、
政
策
を
政
治
・

経
済
シ
ス
テ
ム
の
維
持
・
擁
護
を
指
向
す
る
「
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
と

現
状
の
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
革
を
指
向
す
る
「
非
ル
ー
テ
ィ

ン
型
」
に
二
分
し
、
「
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
で
は
、
政
策
課
題
の
形
成
、

政
策
作
成
ス
テ
ー
ジ
の
い
ず
れ
の
段
階
で
も
官
僚
に
主
導
権
が
あ
り
、

政
策
決
定
ス
テ
ー
ジ
に
至
り
は
じ
め
て
議
員
、
政
党
に
主
導
権
が
移

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
非
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
で
は
、
政
策
課
題
の

形
成
ス
テ
ー
ジ
で
強
力
な
ア
ク
タ
ー
が
多
元
的
に
存
在
し
、
課
題
の

形
成
に
あ
た
っ
て
は
、
①
総
理
主
導
、
②
内
閣
主
導
、
③
与
党
主
導
、

④
審
議
会
主
導
、
⑤
裁
判
所
判
決
主
導
な
ど
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
、

し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
政
策
作
成
ス
テ
ー
ジ
で
は
や
は
り
ル
ー
テ

ィ
ン
型
と
同
様
に
官
僚
主
導
で
あ
り
、
政
策
決
定
ス
テ
ー
ジ
に
お
い

て
、
議
員
、
政
党
が
中
核
と
な
る
こ
と
な
ど
が
結
論
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
政
策
過
程
一
般
を
官
僚
主
導
と
か
政
党
主
導
と
い
う

よ
う
に
単
純
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
政
策
過
程
の
実
態
を
見
失
う

こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
政
策
類
型
ご
と
に
各
ス
テ
ー
ジ
に
お
け
る
ア

ク
タ
ー
の
役
割
を
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
同
君
の
主

張
で
あ
る
。

　
以
上
、
中
村
君
の
論
文
の
概
略
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
全
体
と
し

て
評
価
す
べ
き
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
従
来
の
政
策
過
程
論
の
議
論
を
過
不
足
な
く
把
握

し
、
そ
う
し
た
議
論
の
流
れ
を
自
ら
の
立
場
で
位
置
づ
け
、
そ
れ
に

も
と
づ
い
て
多
数
の
事
例
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
実
証
的
な
政
策
研
究
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
ア
メ

リ
カ
を
中
心
に
発
展
し
、
わ
が
国
で
は
七
〇
年
代
以
降
急
速
に
活
発

化
し
た
研
究
分
野
で
あ
る
が
、
政
策
過
程
の
究
明
は
、
今
日
の
政
治

学
の
み
な
ら
ず
、
日
本
研
究
に
お
い
て
も
最
も
重
要
か
つ
主
要
な
テ

ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
挑

戦
す
る
こ
と
自
体
、
き
わ
め
て
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
が
、
同
君
は
、

政
策
ス
テ
ー
ジ
を
「
政
策
課
題
の
形
成
」
「
政
策
作
成
（
立
案
）
」

「
政
策
決
定
」
の
三
段
階
に
分
け
た
上
で
、
多
く
の
事
例
研
究
を
積

み
重
ね
、
例
え
ば
、
同
一
の
ア
ク
タ
ー
が
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
す
べ
て

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
や
、
複
数
の
強
力
な
ア

ク
タ
ー
が
多
元
的
に
存
在
す
る
の
は
、
原
則
的
に
政
策
課
題
の
形
成
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ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
な
ど
、
着
実
な
成
果
を
導
い
て

い
る
こ
と
は
、
評
価
に
値
す
る
。

　
第
二
に
、
多
数
の
事
例
研
究
を
踏
ま
え
、
政
策
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
視
点
か
ら
、
そ
の
理
論
構
築
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
君
は

政
策
ス
テ
ー
ジ
の
三
段
階
に
分
け
て
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、

政
策
類
型
に
つ
い
て
も
、
「
ル
ー
テ
ィ
ン
型
し
と
「
非
ル
ー
テ
ィ
ン

型
」
に
二
分
し
、
政
策
過
程
を
政
策
ス
テ
ー
ジ
と
政
策
類
型
と
を
交

錯
さ
せ
て
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
政
策
類
型
を
「
ル
ー

テ
ィ
ン
型
」
と
「
非
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
に
二
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
若
干
の
補
訂
を
必
要
と
す
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
中
村
君
が
金
融
政
策
、
農
業
政
策
と
い
っ
た
あ
る
特
定
の
政
策

領
域
に
よ
っ
て
政
策
を
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
政
策
領
域
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
状
維
持
な
い
し
修
正
の
範
疇
に
と
ど
ま
る
も

の
か
、
あ
る
い
は
変
革
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
政
策
が

何
を
指
向
す
る
の
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
政
策
を
類
型
化
し
て
い
る

こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
中
村
君
が
提
唱
す
る
政
策
過
程
モ
デ
ル

は
、
何
よ
り
も
簡
潔
で
あ
り
、
多
く
の
事
例
研
究
を
踏
ま
え
て
い
る

こ
と
で
、
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
。

　
も
と
よ
り
本
論
文
に
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
い
く
つ
か
の
課
題

が
残
さ
れ
て
い
る
。
将
来
解
決
す
べ
き
課
題
と
し
て
次
の
点
を
指
摘

で
き
る
。

　
第
一
に
、
中
村
君
自
身
が
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、
事
例
研
究
が

「
非
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
に
か
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の

政
策
過
程
は
、
圧
倒
的
に
「
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
が
多
い
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
「
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
事
例
分
析
を
さ

ら
に
重
ね
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
君
の

モ
デ
ル
も
、
一
層
精
密
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
中
村
君
が
、
本
論
文
に
お
い
て
、
政
策
過
程
を
「
ル
ー

テ
ィ
ン
型
」
と
「
非
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
の
二
つ
に
分
け
る
べ
き
こ
と

を
提
唱
し
て
い
る
が
、
「
日
常
型
」
と
「
非
常
時
型
」
の
違
い
を
指

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
通
常
の
「
組
織
的
決
定
」
と
「
政
治
的

決
定
」
の
違
い
を
い
っ
て
い
る
の
か
が
、
必
ず
し
も
明
確
に
説
明
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
危
機
対
応
の
決
定
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
「
非
ル
ー
テ
ィ
ン
型
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か

し
、
政
治
的
対
立
が
大
き
く
、
か
つ
世
論
が
注
目
し
た
政
策
の
場
合

も
、
官
僚
と
一
部
族
議
員
の
了
解
だ
け
で
は
、
こ
と
は
済
ま
な
い
。

か
り
に
こ
の
場
合
も
「
非
ル
ー
テ
ィ
ン
型
し
と
い
う
な
ら
ば
、
誤
解

を
避
け
る
意
味
か
ら
も
、
む
し
ろ
別
の
名
称
を
与
え
た
方
が
よ
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
や
課
題
が
残
る
に
し
て
も
、
こ
れ

ら
は
、
同
君
自
身
に
よ
っ
て
将
来
十
分
解
決
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

決
し
て
本
論
文
の
持
つ
価
値
自
体
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
審
査
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員
一
同
は
一
致
し
て
、
中
村
君
の
研
究
が
従
来
の
研
究
に
新
し
い
角

度
か
ら
果
敢
に
挑
戦
す
る
も
の
で
、
日
本
政
治
研
究
の
発
展
に
寄
与

す
る
も
の
と
考
え
、
同
君
に
博
士
（
法
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に

相
応
し
い
も
の
と
判
断
す
る
。

　
　
一
九
九
九
年
六
月
一
八
日
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